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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年１月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年７月３０日 １７時３２分ごろ 

発生場所 山口県佐合
さ ご う

ノ瀬戸 

 亀岩灯標から真方位２６２°６２０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５１.７′ 東経１３２°０４.１′） 

事故の概要 

 

 液体化学薬品ばら積船協和
きょうわ

丸は、東進中、また、漁船瀬戸内
せ と う ち

丸は、

南西進中、両船が衝突した。 

 協和丸は、左舷中央部に擦過傷を生じ、また、瀬戸内丸は、船首部

に凹損を生じた。  

事故調査の経過  平成２７年８月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 液体化学薬品ばら積船 協和丸、３４３トン 

   １３５９２３、株式会社菅原ジェネラリスト 

   ５２.８３ｍ×９.００ｍ×４.１０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成９年１月２９日 

Ｂ 漁船 瀬戸内丸、４.９９トン 

   ＹＧ３－４２５１０（漁船登録番号）、個人所有 

   １０.５７ｍ（Lr）×２.６０ｍ×０.８３ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４８kＷ（動力漁船登録票による）、昭和５３

年１月４日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７０歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１４年１月１５日 

    免 状 交 付 年 月 日  平成２３年８月２６日 

    免状有効期間満了日 平成２９年１月１４日 

  航海士Ａ 男性 ４４歳 

   六級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成２３年２月１０日 

    免 状 交 付 年 月 日  平成２３年２月１０日 

    免状有効期間満了日 平成２８年２月９日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６６歳 
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   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  昭和５０年１０月２２日 

    免許証交付日 平成２７年７月３日 

           （平成３２年１０月１０日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷中央部外板に擦過傷 

Ｂ 船首船底部に凹損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好、気温 約３１℃（柳井） 

海象：潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか３人が乗り組み、航海士Ａが単独

の船橋当直につき、約１０ノット（kn）の速力（対地速力、以下同

じ。）で、自動操舵により山口県平生
ひ ら お

町佐合島の西方沖を南東進し

た。 

 航海士Ａは、操舵スタンドの後ろに立ち、佐合島南西方沖で針路設

定ダイヤルを操作して真針路０７７°に設定したところ、左舷船首方

に連なって南西進する漁船３隻を視認し、自動操舵から手動操舵に切

り換えた。 

 航海士Ａは、Ａ船が保持船の立場であり、いずれ漁船３隻が針路を

変えてＡ船を避航するものと思い、針路及び速力を保持して航行を続

けていたところ、接近する漁船３隻の針路及び速力に変化が見られな

いので、汽笛で長音を２回吹鳴してＡ船の存在を知らせた。 

 航海士Ａは、後続の漁船２隻が針路を右に変えるのを認めたが、前

方を航行するＢ船が針路及び速力を変えずに間近に接近したので、短

音を急速に５回以上鳴らしたものの、Ｂ船が針路及び速力に変化がな

いまま至近に接近したので、衝突の危険を感じ、右舵一杯を取り、主

機を微速力後進とした。 

 Ａ船は、平成２７年７月３０日１７時３２分ごろ、佐合ノ瀬戸にお

いて、その左舷中央部とＢ船の船首部とが衝突した。 

 船長Ａは、航海士Ａが吹鳴した汽笛音を聞いて昇橋し、Ｂ船と衝突

したことを知り、海上保安庁に本事故の発生を通報した後、本事故発

生場所付近に錨泊した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、僚船２隻と山口県平生町佐賀漁

港を出港し、約８kn の速力で自動操舵により南西進した。 

 船長Ｂは、操舵室の外に立って操船をしていたとき、前方を見たと

ころ、他の船舶を見掛けなかったので、航行の支障となる船舶はいな

いものと思い、操舵室の左舷側で左舷方を向いてしゃがんだ姿勢で南

西進した。 

 船長Ｂは、南西進を続けていたとき、異音が聞こえたので、機関室

から聞こえるものと思い、操舵室の右舷側の出入口から機関室をのぞ

き見たが、異常が見られず、ふと顔を上げて船首方を見たところ、船
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首至近にＡ船を認めた。 

 Ｂ船は、船長ＢがＡ船との衝突を避けようと主機を全速力後進にし

たものの、Ａ船と衝突した。 

 Ｂ船は、本事故後、自力で帰港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ｂ船 参照） 

 その他の事項  航海士Ａは、レーダーを１.５海里レンジとして、オフセンターを

使用し、エコートレイルを表示させていた。 

 船長Ｂは、本事故当日、暑かったので涼もうと思い、操舵室の左舷

側の日陰でしゃがんでいた。 

 船長Ｂは、本事故当時、体調に異常はなかった。 

 船長Ｂは、本事故後、Ｂ船の後方を航行していた僚船の船長からＡ

船の存在を知らせるために漁業無線でＢ船を呼び出していたと言わ

れ、漁業無線のスピーカーが操舵室の上方で右舷船尾方に向けて設置

されていたので気付かなかったのではないかと思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、佐合ノ瀬戸を東進中、航海士Ａが、左舷船首方から接近す

るＢ船を認め、いずれＢ船がＡ船を避航するものと思い、針路及び速

力を保持して航行を続け、衝突を避ける動作が遅れたことから、Ｂ船

と衝突したものと考えられる。 

 航海士Ａは、Ａ船が横切り船の航法における保持船の立場であった

ことから、いずれＢ船が針路を変えてＡ船を避航するものと思ったも

のと考えられる。 

 Ｂ船は、佐合ノ瀬戸を南西進中、船長Ｂが、前方に航行の支障とな

る船舶はいないものと思い、操舵室の左舷側で左舷方を向いてしゃが

んだ姿勢で右舷方の見張りを行っていなかったことから、右舷船首方

から接近するＡ船に気付かずに航行し、Ａ船と衝突したものと考えら

れる。 

 船長Ｂは、前方を見たところ、他の船舶を見掛けなかったことか

ら、航行の支障となる船舶はいないものと思ったものと考えられる。 

原因  本事故は、佐合ノ瀬戸において、Ａ船が東進中、Ｂ船が南西進中、

航海士Ａが、左舷船首方から接近するＢ船を認め、いずれＢ船がＡ船

を避航するものと思い、針路及び速力を保持して航行を続け、衝突を

避ける動作が遅れ、また、船長Ｂが、前方に航行の支障となる船舶は

いないものと思い、操舵室の左舷側で左舷方を向いてしゃがんだ姿勢

で右舷方の見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことによ

り発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え
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られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 ・他船の避航動作に疑問があるときには、早期に警告信号を行い、

衝突を避けるための最善の動作をとること。 
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愛媛県 

山口県 

付図１ 事故発生経過概略図 

拡大 

事故発生場所 

（平成２７年７月３０日 
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写真１ Ｂ船 
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